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諮問第156号 

答  申 

第１ 審査会の結論 

      福島県知事（以下「実施機関」という。）が、令和５年１月10日付け４相農林第

5273号で行った公文書一部開示決定について、当審査会は次のように判断する。 

 １ 別表の「開示すべき部分」を不開示とした実施機関の判断は妥当ではなく、開示す

るべきである。 

 ２ 別表の「不開示とすべき部分」を不開示とした実施機関の判断は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に係る経過 

１ 審査請求人は、令和４年12月26日付けで、福島県情報公開条例(平成12年福島県条

例第５号。以下「条例」という。)第５条の規定により、実施機関に対して、「福島

県 土木部 工事執行機関 相双農林事務所が、平成30年５月16日に条件付一般競争

入札執行（翌５月17日落札者決定）し、平成30年７月６日に「○○〇○○○○○○○

〇〇〇〇〇〇〇（業者コード○○○○○○○○〇）」と下記２件の一般土木工事を契

約している。下記２件に係る契約書類、図面等を含めた工事関係書類全ての開示

（記）１．工事番号18-36260-0022（工事名：海岸保全施設整備（侵食）3001工事）

２．工事番号18-36260-0002（工事名：海岸保全施設整備（侵食）3002工事）」につ

いて、公文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 ２ これに対して実施機関は、本件開示請求に対応する公文書として、「18-36260-

0022 海岸保全施設整備（侵食）3001工事 棚塩地区 積算書、入札結果及び契約

書」及び「18-36260-0002 海岸保全施設整備（侵食）3002工事 棚塩地区 積算書、

入札結果及び契約書」（以下「対象公文書」という。）を特定した。 

令和５年１月10日に開示しない部分を「１ 担当者氏名 ２ 連絡先メールアドレ

ス ３ 代表者の陰影
（ ﾏ ﾏ ）

 ４ 電子入札システムサーバアドレス ５ 積算内訳」とし、

「１ 担当者氏名」は条例第７条第２号、「２ 連絡先メールアドレス」、「３ 代

表者の陰影
（ ﾏ ﾏ ）

」及び「５ 積算内訳」は条例第７条第３号、「４ 電子入札システム

サーバアドレス」は条例第７条第６号に基づき不開示とする一部開示決定（以下「本

件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求人は、本件処分を不服として、令和５年３月６日付けで、行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第２条の規定により、実施機関に対し審査請求を行った。 

４ 実施機関は、令和５年４月５日付けで、審査請求に係る処分があったことを知った

年月日、審査請求の趣旨、処分庁の教示の内容の正確な記載及び法人の代表者を証す
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る書面（行政不服審査法施行令第４条第２項）を添付することについて補正命令をし

た。 

５ 審査請求人は、令和５年４月10日付け補正により、審査請求に係る処分があったこ

とを知った年月日、審査請求の趣旨、処分庁の教示の内容の記載及び法人の代表者を

証する書類の添付を行った。 

６ 実施機関は、条例第19条第１項の規定により、令和５年５月22日付けで、同条第２

項に規定する弁明書の写しを添えて当審査会へ諮問を行った。 

７ 審査請求人は、条例第26条の２の規定により、令和５年６月22日付けで、同条第１

項第１号に規定する反論書を実施機関に提出した。 

 

第３ 審査請求人の主張 

１ 審査請求の趣旨 

公文書一部開示決定通知書（４相農林第5273号）の「開示しない部分」の５（積算

内訳）、「開示しない根拠 規定及びその理由」の５記載の理由により、〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が入札のため相双農林事務所へ提出した見積内訳総括表の入

札金額の内訳及び見積内訳書の各単価と金額が黒塗りされている（開示しない部分

（以下「本件不開示部分」という。））の処分を取り消し、全部を開示する、との裁

決を求めるものである。 

２ 審査請求の理由について 

審査請求の理由は、審査請求書、反論書及び意見陳述によると次のとおりである。 

(1) 実施機関は、「見積内訳総括表の入札金額の内訳及び見積内訳書の各単価と金

額」について、「事業者が、その活動を行う上で内部の情報として重要に内部管理

されているものであり、この情報を事業者の活動とかかわりなく開示することによ

り、事業者の事業活動上の正当な利益を害するおそれがあると認められる」ことか

ら、本件不開示部分を不開示とした本件処分を行った。 

(2) しかしながら、本件処分は以下のとおり違法若しくは条例の適用を誤った処分で

ある。 

ア 単なる「見積書」であり、事業者の事業活動上の正当な利益を害するおそれが

あるとは到底認められない。 

   イ 情報公開条例は、国民の知る権利を実現し行政の公平化適正化を担保するため

に制定されている。 

不開示事由は、国民の知る権利や公平適正な行政運営と対峙する概念であるか

ら、行政機関の自由裁量により決定し得るものではなく、不開示事由は法令によ
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り羈束されていると考えなければならず、条例第７条第３号の規定も、羈束の具

体化の一種として理解しなければならない。 

入札の見積書については、開示を認める裁判例が存在する（大阪地判平成10年

３月12日、津地判平成10年６月11日、東京高判平成11年３月31日）。 

ウ 「地方公共団体と契約を締結する法人等は、行政の透明性等の要請から、民間

と契約する場合とは異なる制約を甘受せざるを得ない」（奈良地判平成10年１月

26日）との判断や、「法人等に関する情報が当該法人等の内部管理情報に該当す

る場合にはすべてこれをその意思に反して公表すること自体が当該法人等の正当

な利益が損なわれるとしているものとまでは解し難く、右情報を開示することに

よって正当な利益が損なわれると認められる場合にはじめて右文書を非開示とす

ることができるとした趣旨（中略）と解すべきである。」（大阪高判平成10年11

月11日）との裁判例がある。 

エ 平成13年４月１日から公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が 

施行され、地方公共団体の長に「公共工事の入札及び契約過程に関する事項」や 

「公共工事の契約内容に関する事項」の公表を義務付けており、国や地方公共団 

体では、工事積算書（工事積算内訳書）の積極的公表が始まっている。 

   オ 条例第７条第３号について、実施機関が主張する「人件費や資材等の費用を所 

    有する施工能力や独自の諸経費率でもって積み上げた営業上の保守されるべきノ 

    ウハウに関する情報」の具体的内容についても不明確であり、十分な立証がされ 

    ているものとはいえない。 

３ 結論 

   以上のことから、本件不開示決定は事業者の競争上の地位の検討をおろそかにした

ものであり、取り消されるべきである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関の本件処分の理由は、弁明書及び口頭による理由説明を総合すると次のと

おりである。 

 １ 対象公文書の特定について 

  対象公文書は「18-36260-0022 海岸保全施設整備（侵食）3001工事 棚塩地区 

積算書、入札結果及び契約書」及び「18-36260-0002 海岸保全施設整備（侵食）

3002工事 棚塩地区 積算書、入札結果及び契約書」であり、これ以外に対象公文書

は存在しない。 

２ 不開示理由について 
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(1) 対象公文書のうち、入札結果中の見積内訳総括表に記載されている入札金額の内

訳及び見積内訳書に記載されている単価と金額については、事業者が、その活動を

行う上で内部の情報として重要に内部管理されているものであり、この情報を事業

者の活動とかかわりなく開示することにより、事業者の事業活動上の正当な利益を

害するおそれがあると認められるため、条例第７条第３号アに該当する。 

(2) 審査請求人は、不開示とした見積内訳総括表に記載されている入札金額の内訳及

び見積内訳書に記載されている各単価と金額について、「単なる『見積書』であり、

事業者の事業活動上の正当な利益を害する恐れがあるとは到底認められない。」と

主張する。 

しかし、見積内訳総括表及び見積内訳書は、入札金額の根拠資料として入札参加

者に提出を求めているものであり、事業者が自らの利益を確保するために、人件費

や資材等の費用を所有する施工能力や独自の諸経費率でもって積み上げた営業上の

保守されるべきノウハウに関する情報であることから、条例第７条第３号アに該当

する。 

(3) 審査請求人は、情報公開入札の見積書の開示を認める判例３件を提出し、「見積

内訳総括表に記載されている入札金額の内訳及び見積内訳書に記載されている見積

単価と金額の不開示処分は違法、若しくは条例の適用を誤った処分である。」と主

張する。 

しかし、審査請求人が提出した判例は、いずれも、発注者側が設計した情報につ

いて非開示事由として規定する事務事業情報に当たらないとした事例である。今回、

不開示としたのは、入札者から提出された見積内訳総括表及び見積内訳書に記録さ

れている情報であり、発注者側が設計した情報ではない。 

そのため、審査請求人により示された判例は、本件処分とは異なる内容のもので

あり、本件処分を違法若しくは条例の適用を誤った処分とする根拠とはなり得ない。 

(4) 以上のことから、見積内訳総括表に記載されている入札金額の内訳及び見積内訳

書に記載されている単価と金額については、不開示とした。 

３ 結論 

  以上のことから、本件処分には違法又は不当な点は何ら存在しておらず、本件審査

請求には理由がない。 

 

第５ 審査会の判断  

１ 公文書の特定について 

公文書開示請求書に記載された内容から、実施機関は対象公文書を特定しており、 
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 本件審査請求は、対象公文書の一部を特定してなされていること、その他公文書の特 

定について争いがないことから、実施機関が行った公文書の特定に誤りはないものと 

判断する。 

 ２ 不開示情報の該当性について 

  条例第７条は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に 

次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、 

当該公文書を開示しなければならない。」と規定している。 

これは、実施機関は、開示請求に係る公文書に同条各号に規定する不開示情報が記 

録されている場合を除き、原則として当該公文書を開示しなければならないという基 

本的な考え方を定めたものと解される。 

実施機関は、条例第７条第３号に該当することを理由として、本件不開示部分の一 

部について不開示としているが、審査請求人は本件不開示部分の開示を求めているこ 

とから、以下本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

３ 条例第７条第３号について 

(1) 条例第７条第３号の趣旨及び規定について 

   条例第７条第３号では、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当

該事業に関する情報であって、次のア及びイに該当する場合には、不開示情報とす

る旨が規定されている。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの    

(ｱ) 正当な利益を害するおそれがあるものとは、生産技術上又は販売営業上のノ

ウハウに関する情報、信用上不利益を与える情報、経営方針、経理、人事等の

情報をいい、必ずしも経済的利益の概念で捉えられないものを含むと解される。 

(ｲ) また、正当な利益を害するおそれの有無の判断にあたっては、その情報の内 

容及び性質のみならず、その事業の性格、県との関係、事業活動における権利

利益の保護の必要性等を考慮する必要があると解される。  

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであっ 

て、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

(ｱ) 任意提供情報についての取扱いを定めたものであり、任意に提供されたもの 

とは、法令等の根拠に基づかず提供された情報を指すと解される。 

(ｲ) 通例として公にしないこととされているものに該当するためには、情報が現
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に公にされていないというだけでは足りず、当該情報の性質に照らし、公にし

ないことが社会通念上相当と認められることが必要と解される。 

(2) 条例第７条第３号の該当性について 

ア 本件不開示部分は、入札参加者が入札の際提出が求められている見積内訳総括

表及び見積内訳書（福島県工事等競争入札心得第５条）の情報である。 

  このうち、実施機関が本決定において本号に該当するとして不開示とし、審査

請求の対象となっている情報は、見積内訳総括表の入札金額の内訳のうち工事価

格以外の金額及び見積内訳書のうち全ての単価及び金額の部分である。 

審査請求人は、情報公開入札の見積書の開示を認める裁判例（大阪地判平成10

年３月12日、津地判平成10年６月11日、東京高判平成11年３月31日）を開示すべ

き理由として挙げている。 

これらは入札参加業者選定のための内申書、予定価格調書、入札参加資格者審

査調書、請負設計図書送付一覧表及び請負設計書一覧表に係る開示請求に対する

開示決定等に関する裁判例である。 

これらの情報は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律やその

趣旨により広く公表されているものであり、ホームページで入札実施後公表され

ている自治体も見受けられることは、審査請求人主張のとおりである。 

 しかし、対象公文書は、当該入札金額の裏付け書類として入札参加者が作成し

自治体等に提出される公文書であり、上記のように公表が予定されている公文書

とは異なり、公表制度は存在しない。 

以上のように、審査請求人が開示の根拠として例示している裁判例が判断して

いる公文書と対象公文書はその性質を異にするため、審査請求の理由記載の裁判

例は、本件不開示部分を開示すべき理由とはならない。 

イ 実施機関は、本件不開示部分については、事業者が、その活動を行う上で内部

の情報として重要に内部管理されているものであり、この情報を事業者の活動と

かかわりなく開示することにより、事業者の事業活動上の正当な利益を害するお

それがあると認められるため、条例第７条第３号アに該当し、不開示とする処分

をしている。 

   ウ  当審査会が調査した結果によると、対象公文書に記載されている内容は、入札

参加者が自らの経験や工種毎に標準化・規格化することにより、契約内容の明確

化や積算業務の合理化を図ることを目的として、福島県農林水産部農林技術課が

作成した土地改良工事標準積算マニュアルの明細ツリーを使用していることが認

められる。 
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各農林事務所では、土地改良工事標準積算マニュアルが組み込まれた農林土木

積算システムを用い、工事内容、材料及び数量を記載し単価、金額を記載しない

金抜き設計書を作成しており、見積内訳総括表や見積内訳書はこの金抜き設計書

を入札参加者が閲覧し、これを元に作成されている。 

対象公文書に係る工事の明細ツリーは、工事の具体的項目をＡ、Ｂ－１、Ｂ－

２、Ｂ－３，Ｃ－１の５つの階層でツリー状に整理し、使用する単位について規

定している。 

    見積内訳総括表及び見積内訳書は、直接工事費、直接工事費計、共通仮設費、

純工事費、現場管理費、工事原価、一般管理費等、工事価格、消費税相当額、工

事費計に関する、費目・工種・施工名称などの数量、単位、単価、金額及び備考

によって構成されている。 

審査会の調査によると、入札参加者が提出した見積内訳書のような公文書の不

開示事由該当性の判断においては、明細ツリーにあたる工事工種体系に応じて検

討をしている自治体の答申例が複数確認された。 

このことにより、入札参加者が自らの経験や知識に基づいて算出した対象公文

書における積算内訳等の事業者の利益を保護しつつ、入札情報をできるだけ開示

することで、公正な競争を確保することが可能となる。 

以上のことから、明細ツリーに応じ対象公文書の不開示事由該当性を検討する。 

(ｱ) Ｃ－１の区分について 

   Ｃ－１の情報は、施工単価等に係るレベルであり、入札参加者がそのノウハ

ウを生かして当該金額を算出しているものであることから、当該情報が競合他

社に提供されると、入札参加者はその後の事業において競争上の不利益を受け

るおそれがあることが認められるため、公にすることにより、入札参加者の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当する。 

以上から、Ｃ―１の情報については、不開示とするべきである。 

(ｲ) Ａ、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｂ－３の区分について 

   Ｂ―３の情報は、Ｃ－１の情報の合計額の関係にあり、Ｂ－２の情報は、Ｂ

－３の情報の合計額の関係にあり、Ｂ－１の情報は、Ｂ－２の情報の合計額の

関係にあり、Ａの情報は、Ｂ－１の情報の合計額に過ぎないことから、これら

の金額が公にされたとしても、入札参加者に競争上の不利益を与えるおそれが

あるとは認められないため、原則開示するべきである。 

(ｳ) Ｃ－１の情報が明らかとなる情報について 

   Ｃ－１の情報が１つのみの場合、その合計額であるＢ―３の情報はＣ－１の
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情報と内容が同一となる。 

           このように、Ｃ－１の情報と同一内容となる場合には、上記のレベルに関わ

らず不開示とするべきである。 

エ 直接工事費について 

   見積内訳書「直接工事費（諸経費対象）」は上記階層によるとＡの情報に該当

し、１つ目の「消波堤工」はＢ－１、２つ目の「消波堤工」及び「仮設工」につ

いてはＢ－２、２つ目の「消波堤工」のうち「消波ブロック製作工」及び「消波

ブロック据付工」がＢ－３の情報に該当し、「仮設工」のうち「仮設道路工」及

び「車廻し」がＢ－３の情報に該当することから、前記ウ(ｲ)のとおり開示する

べきである。 

また、「消波ブロック製作工」のうち「【被災地】消波根固めブロック工（製

作）」「消波根固めブロック工（積込～据付）」、「消波ブロック据付工」のう

ち「消波根固めブロック工（積込～据付）」「消波根固めブロック工（運搬）」

「消波ブロック据付工（水中据付）2.5ｔ 越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下」「消波ブロック据付

工（陸上据付）2.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下」「消波ブロック据付工（水中据付）5.5ｔ

越
（ﾏﾏ）

え11ｔ以下」「消波ブロック据付工（陸上据付）5.5ｔ 越
（ﾏﾏ）

え11ｔ以下」がＣ

－1の情報に該当し、さらに、「仮設道路工」及び「車廻し」のうち「捨石工

（捨石投入）」「捨石工（表面均し）」及び「砂利舗装工（機械）」もＣ－1の

情報に該当することから、前記ウ(ｱ)のとおり不開示とするべきである。 

  他方、「直接工事費計」は、Ａの合計額であり、その金額が明らかになったと

しても、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認めら

れないため、開示するべきである。  

オ 共通仮設費について 

「運搬費」の内訳である「分解・組立・運搬費（重建設機械）」及び「安全

費」の内訳である「工事名表示板加算額」はＣ－1の情報に該当するため、前記

ウ(ｱ)のとおり不開示とするべきである。 

また、「運搬費」「重機運搬費」「運搬費計」「安全費」「安全管理費」及び

「安全費計」については、それぞれＣ－１の情報である「分解・組立・運搬費

（重建設機械）」及び「工事名表示板加算額」が１つのみで、金額が同一となる

場合に該当することから、前記ウ(ｳ)のとおり不開示とするべきである。 

他方、「共通仮設費（率計上）」については、「直接工事費」に一定の率を乗

じて算出された額であり、当該金額が公にされたとしても、入札参加者に競争上

の不利益を与えるおそれがあるとは認められないため、開示するべきである。 
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加えて、「共通仮設費」は、「運搬費」「安全費」及び「共通仮設費（率計

上）」の合計額であり、その金額が明らかになったとしても、法人の競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、開示するべき

である。 

カ 「純工事費」「現場管理費」「工事原価」「一般管理費等」「工事価格」「消

費税相当額」及び「工事費計」について 

(ｱ) 「純工事費」は、「直接工事費」と「共通仮設費」の合計額であり、「消費 

税相当額」は「工事価格」に消費税率を乗じたもの、「工事価格」及び「工事

費計」は既に開示している情報である。 

これらの額が明らかになったとしても、法人の競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるとは認められないため、開示するべきである。 

(ｲ) 「現場管理費」は、工事監理を実施するために必要な経費を指し、「一般管

理費等」は、工事施工事業者の運営に関わる経費を指す。 

以上を踏まえると、これらの情報はその性質上、競合他社に提供されてしま

うと、法人はその後の事業活動において競争上不利な立場に置かれることが認

められる。 

 従って、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当し、不開示とするべきで

ある。 

(ｳ) 「工事原価」は、「純工事費」と「現場管理費」の合計額であり、また、

「工事原価」と「一般管理費等」の合計額は、工事価格と同一となる。 

  「純工事費」及び「工事価格」は、上記のとおり開示されるべき情報に該当

するため、「工事原価」の情報を開示することで、不開示とするべき「現場管

理費」及び「一般管理費等」が計算上明らかとなることから、「工事原価」に

ついては、不開示とするべきである。 

 

 ４ 結論 

   以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 ５ 付言 

   審査請求は、迅速かつ公正な手続きの下で行政庁への不服申立てを行うことによる

国民の権利救済と行政の適正な運営の確保が趣旨となっている。 

   開示決定等について審査請求がなされた際には、福島県情報公開審査会への諮問が

規定されていることから（条例第19条第１項）、審査会への諮問及び審議も迅速な手
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続きが求められている。 

他方で、国民の権利救済と行政の適正な運営という重要な事項を取扱うため、迅速

な審議を見据えつつも、拙速なものとならないよう丁寧に審議することが求められて

いる。 

原則的に審査請求があった順に審査を行っているところ、諮問されている事案数が

多数に及ぶ場合や、諮問されている事案の中に極めて大量の公文書の一部開示決定の

当否を判断する必要があるような場合には、審議の開始や答申に時間を要する場合も

あり得る。 

   本件における審議開始の遅延はこのような事情によるところであるが、なお迅速な

審議に努めていくこととしたい。 

 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、別紙「審査会の処理経過」のとおりである。 
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別表 開示・不開示部分一覧 

 

公文書名 開示すべき部分 不開示とすべき部分 

18-36260-0022  

海岸保全施設整備

（侵食）3001工事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積内訳総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

不開示とすべき

部分以外のすべ

て 

○現場管理費の入札金額の内訳 

○一般管理費の入札金額の内訳 

見積内訳書 不開示とすべき

部分以外のすべ

て 

以下の項目の単価及び金額 

○【被災地】消波根固めブロック工（製作） 

○消波根固めブロック工（積込～据付） 

○消波根固めブロック工（運搬） 

○消波ブロック据付工（水中据付）2.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下 

○消波ブロック据付工（陸上据付）2.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下 

○捨石工（捨石投入） 

○捨石工（表面均し） 

○砂利舗装工（機械） 

○運搬費、重機運搬費、分解・組立・運搬費

（重建設機械）及び運搬費計 

○安全費、安全管理費、工事名表示板加算額

及び安全費計 

○現場管理費 

○工事原価 

○一般管理費等 
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公文書名 開示すべき部分 不開示とすべき部分 

18-36260-0002 

海岸保全施設整備

（侵食）3002工事 

 

見積内訳総括表 不開示とすべき

部分以外のすべ

て 

○現場管理費の入札金額の内訳 

○一般管理費の入札金額の内訳 

見積内訳書 不開示とすべき

部分以外のすべ

て 

以下の項目の単価及び金額 

○【被災地】消波根固めブロック工（製作） 

○消波根固めブロック工（積込～据付） 

○消波根固めブロック工（運搬） 

○消波ブロック据付工（水中据付）5.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え11ｔ以下 

○消波ブロック据付工（陸上据付）5.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え11ｔ以下 

○消波ブロック据付工（水中据付）2.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下 

○消波ブロック据付工（陸上据付）2.5ｔ越
（ﾏﾏ）

え5.5ｔ以下 

○捨石工（捨石投入） 

○捨石工（表面均し） 

○砂利舗装工（機械） 

○運搬費、重機運搬費、分解・組立・運搬費

（重建設機械）及び運搬費計 

○安全費、安全管理費、工事名表示板加算額

及び安全費計 

○現場管理費 

○工事原価 

○一般管理費等 
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別紙 

審査会の処理経過 

 

      年 月 日          処 理 内 容 

令和 ５年 ５月２２日 

 

・実施機関から諮問書及び弁明書(写)を収受 

 

令和 ６年 ８月 １日 

  （第３４０回審査会） 

・審査請求の経過説明 

・審議 

令和 ６年 ８月２８日 

 （第３４１回審査会） 

・審議 

令和 ６年 ９月１１日 

 （第３４２回審査会） 

・実施機関から公文書一部開示決定理由を聴取 

・審議 

令和 ６年１０月 ３日 

 （第３４３回審査会） 

・審議 

令和 ６年１１月 ７日 

 （第３４４回審査会） 

・審議 

 

令和 ６年１１月２８日 

 （第３４５回審査会） 

・審査請求人による意見陳述 

 

令和 ６年１２月１９日 

 （第３４６回審査会） 

・審議 

 

令和 ７年 １月１６日 

 （第３４７回審査会） 

・実施機関による事実の陳述 

 

令和 ７年 １月２９日 

（第３４８回審査会） 

・審議 

令和 ７年 ２月１２日 

 （第３４９回審査会） 

・審議 

令和 ７年 ３月 ７日 

 （第３５０回審査会） 

・審議 
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